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(証券コード4403) 
平成25年６月８日 

 
株 主 各 位 
 

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番３号  

  代表取締役
社   長 小 林 明 治 

 

第90期定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 さて、当社第90期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。 
 なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使す
ることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決
権を行使してくださいますようお願い申し上げます。 
【書面（郵送）による議決権行使の場合】 
 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年６月26日 
(水曜日) 午後５時30分までに到着するようご返送ください。 
【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】 
 後記27頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、平成
25年６月26日（水曜日）午後５時30分までに議案に対する賛否をご入力ください。 
 なお、当社は、株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラット
フォームに参加いたしております。 

敬 具  
記 
 

1． 日  時 平成25年６月27日（木曜日）午前10時
2． 場  所 東京都目黒区三田一丁目13番２号

ザ・ガーデンルーム（恵比寿ガーデンプレイス内）  
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3. 目的事項 
 報告事項 1. 第90期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業報告

の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件 

 2. 第90期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算書類
の内容報告の件 

 決議事項 
第１号議案 剰余金の配当の件 
第２号議案 取締役10名選任の件 
第３号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件 

4. 招集にあたっての取締役会のその他の決定事項 
 議決権の重複行使 
（1）議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された
場合は、インターネット等による議決権行使を有効な行使としてお取扱いいたし
ます。 

（2）インターネット等による方法で複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行
使を有効な行使としてお取扱いいたします。 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。また、本招集ご通知および同封の「第90期
報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。 

◎当日は、節電対策として会場内の冷房を控え目に設定いたしますので、株主の皆
様におかれましては、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。 

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じ
た場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.nof.co.jp/）に
掲載させていただきます。 
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株主総会参考書類 
 
議案および参考事項 
第１号議案 剰余金の配当の件 
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、財務体質の充実

と経営基盤の強化を図るとともに、配当額の向上に努めております。 
当期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案いたし

まして、次のとおりといたしたいと存じます。 
（1）配当財産の種類 

金銭 
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき金６円（総額1,100,701,218円） 
なお、中間配当金（１株につき５円）を加えまして、当期の年間配当金は、
前期に比べ１円増配し、１株につき金11円となります。 

（3）剰余金の配当が効力を生じる日 
平成25年６月28日 

 
第２号議案 取締役10名選任の件 

   本総会終結の時をもって取締役全員（10名）が任期満了となりますので、取締役
10名の選任をお願いいたしたいと存じます。 

   取締役候補者は、次のとおりであります。 
 
候補者 
番号 

氏  名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位および担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社 
の株式の数 

１ 
おお  いけ  ひろ  かず 
大 池 弘 一 

(昭和21年２月24日生) 
 

昭和45年４月 当社入社
平成12年６月 同執行役員、経営企画室担当部長 
平成12年８月 同執行役員、経営企画室長 
平成14年６月 同取締役兼執行役員、経営企画室

長 
平成15年６月 同取締役兼常務執行役員 
平成19年６月 同代表取締役社長兼社長執行役員 
平成24年６月 同代表取締役会長兼会長執行役員 

(現在に至る) 

82,100株 
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候補者 
番号 

氏  名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位および担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社 
の株式の数 

２ 
こ    ばやし  あき  はる 
小 林 明 治 

(昭和26年11月３日生) 
 

昭和54年４月 当社入社
平成19年６月 同執行役員、ＤＤＳ事業開発部長 
平成19年10月 同執行役員、ＤＤＳ事業部長 
平成21年６月 同取締役兼執行役員、ＤＤＳ事業

部長 
平成22年６月 同取締役兼常務執行役員、経営企

画室長 
平成23年６月 同取締役兼常務執行役員、防錆部

門長 
平成24年６月 同代表取締役社長兼社長執行役員 

(現在に至る) 

30,000株 

３ 
か     とう  かず  しげ 
加 藤 一 成 

(昭和31年７月30日生) 
 

昭和56年４月 当社入社
平成23年６月 同執行役員、経営企画室長 
平成24年６月 同取締役兼執行役員、経営企画室

長 
(現在に至る) 

7,000株 

４ 
＊ 

かな  ざわ  ひろ   し 

金 澤 廣 志 
(昭和31年12月２日生) 

 

昭和57年４月 当社入社
平成15年４月 同油化事業部機能材営業本部第２

機能材営業部長 
平成17年６月 同油化事業部Ｈ・Ｂ開発営業部長 
平成21年６月 同ライフサイエンス事業部長 
平成22年６月 同執行役員、ライフサイエンス事

業部長 
(現在に至る) 

5,000株 

５ 
きく  ち   ふみ   お 
菊 地 文 男 

(昭和30年３月22日生) 
 

昭和54年４月 当社入社
平成22年６月 同執行役員、資材部長 
平成23年６月 同取締役兼執行役員、資材部長 
平成24年６月 同取締役兼常務執行役員、設備・

環境安全統括室長 
(現在に至る) 

12,000株 

６ 
たか  はし   ふ じ お 
高 橋 不二夫 

(昭和27年６月18日生) 
 

昭和55年４月 当社入社
平成20年６月 同執行役員、油化事業部長 
平成22年６月 同取締役兼執行役員、油化事業部

長 
平成23年６月 同取締役兼常務執行役員、油化事

業部長 
平成24年６月 同取締役兼常務執行役員、研究本

部長 
(現在に至る) 

21,000株 
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候補者 
番号 

氏  名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位および担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社 
の株式の数 

７ 
なが   の   かず   お 
長 野 和 郎 

(昭和27年８月７日生) 
 

昭和50年４月 株式会社富士銀行入社
平成16年４月 同執行役員、大手町営業第五部長 
平成16年６月 同執行役員、営業第十七部長 
平成17年10月 株式会社みずほプライベートウェ

ルスマネジメント取締役副社長 
平成21年４月 当社理事 
平成21年６月 同取締役兼執行役員 
平成23年６月 同取締役兼常務執行役員 
平成24年６月 同取締役兼常務執行役員、防錆部

門長 
(現在に至る) 

18,000株 

８ 
まえ  だ   かず   ひと 
前 田 一 仁 

(昭和31年11月１日生) 
 

昭和56年４月 当社入社
平成22年６月 同執行役員、ＤＤＳ事業部長 
平成23年６月 同取締役兼執行役員、ＤＤＳ事業

部長 
平成24年６月 同取締役兼常務執行役員、ＤＤＳ

事業部長 
(現在に至る) 

12,000株 

９ 
みや  じ   たけ   お 
宮 道 建 臣 

(昭和31年１月12日生) 
 

昭和55年４月 当社入社
平成22年６月 同執行役員、人事・総務部長 
平成23年６月 同取締役兼執行役員、人事・総務

部長 
平成24年６月 同取締役兼常務執行役員、人事・

総務部長 
平成24年12月 同取締役兼常務執行役員 

(現在に至る) 

14,000株 
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候補者 
番号 

氏  名 
（生年月日） 

略歴、当社における地位および担当 
（重 要 な 兼 職 の 状 況） 

所有する当社 
の株式の数 

10 
 こ   でら  まさ  ゆき 
小 寺 正 之 

(昭和22年２月17日生) 
 

昭和46年４月 安田信託銀行株式会社入社
平成10年６月 同取締役、受託資産運用本部副本

部長 
平成11年６月 同執行役員、受託資産運用本部副

本部長 
平成11年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社執

行役員、証券サービス本部長 
平成12年10月 みずほ信託銀行株式会社常務執行

役員、証券サービス本部長 
平成13年１月 資産管理サービス信託銀行株式会

社代表取締役社長 
平成19年４月 みずほトラスト保証株式会社代表

取締役社長 
平成19年６月 当社監査役、みずほトラスト保証

株式会社代表取締役社長 
平成22年６月 当社監査役 
平成23年６月 同取締役 

(現在に至る) 

11,000株 

 （注） 1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 
2． ＊は新任候補者であります。 
3．小寺正之氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に
規定する独立役員であります。 

4．小寺正之氏を社外取締役候補者とした理由は、次のとおりであります。 
小寺正之氏は、既に２年間当社の社外取締役として、当社の経営全般に対して公正かつ客観的な立場に
立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願い
できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。 

5．小寺正之氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。 
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第３号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）承認の件 
当社は、平成19年３月26日開催の当社取締役会において「当社株式の大規模買付

行為への対応方針 (買収防衛策)」を導入し、直近では平成22年６月26日開催の当社
第87期定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき継続しております（以
下「現対応方針」といいます｡）が、その有効期限は、本総会終結の時までとなって
おります。 
当社では、現対応方針継続後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の

動向および様々な議論の進展を踏まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確
保・向上させるための取組みのひとつとして、継続の是非も含め、その在り方につい
て検討してまいりました。 
その結果、平成25年５月９日開催の当社取締役会において、本総会における株主

の皆様のご承認を条件に、現対応方針の一部を変更（以下、変更後の対応方針を「本
対応方針」といいます｡）のうえ継続するとともに、本総会の決議をもって同日より
発効することを決定しました。 
本対応方針については、その重要性に鑑み、株主の皆様のご意思を確認させていた

だくことが適切であると考え、本議案において下記の内容による本対応方針につき株
主の皆様のご承認をお願いするものであります。 
本議案が、本総会に出席された株主の議決権の過半数をもって承認された場合には、

本対応方針の有効期間は、本総会終結の時から平成28年６月に開催される当社第93
期定時株主総会終結の時までとなります。 
なお、現対応方針からの変更は、語句の修正、文言の明確化等に留まっており、基

本的な内容に大きな変更はございません。 
また、本対応方針に対しまして、当社監査役４名はいずれも、本対応方針の具体的

運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べてお
ります。 
 

記 
Ⅰ．会社の支配に関する基本方針 
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や

企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解
し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければなら
ないと考えております。 
一方、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、一般に市場での自

由な取引を通じて決まるものであるとともに、会社の方針の決定を支配する者も株
主の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、当社の支配権の
移転を伴う買付提案等がなされた場合にこれに応ずるか否かの判断も、最終的には
株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。 
しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、その目的等から見

て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株
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式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、対象会社の取締役会や株主が買付の
条件等について検討するための、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案する
ための十分な時間や情報を提供しないものなど、不適切なものも少なくありません。 
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および

事業の方針の決定を支配する者として不適切と考えております。 
 
Ⅱ．会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 
当社は、1937年の創業以来、事業の多角化、事業のグローバル化、そしてまた、

事業領域と経営資源の選択と集中を進めながら、幅広い事業領域を有する総合化学
メーカーとして成長してきました。 
現在、当社は、｢バイオから宇宙まで幅広い分野で新しい価値を創造し、人と社

会に貢献します」との経営理念に基づいて安定的かつ持続的な成長と発展を実現す
ると共に、社会の一員として、コンプライアンスはもとより、自然環境保護や健康、
安全の確保などの企業の社会的責任を果たすことにより、あらゆるステークホルダ
ーの皆様にとって、存在価値のある企業であり続けることを目指しております。 
上記の長期的な視点に立った経営理念の下で、当社は、中期的に実現すべき目標

として、期間を３年間とする中期経営計画を策定し、その達成に向け、計画を推し
進めております。 
当社は、永年培ってきた多様な固有技術を含む有形･無形の経営資源が一体とな

って、当社の企業価値を創造していると考えております。従って、これらの経営資
源を十分理解し最大限有効に活用して、安定的かつ持続的な企業価値の更なる向上
を目指すことが、株主の皆様の共同の利益に資するものと考えます。 
 
Ⅲ．会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事
業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（本対応方針の内容） 
1. 本対応方針の目的 
本対応方針は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当

社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであ
ります。 
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当
社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるもの
ではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応ずるか否かの判断も、
最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。 
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値

ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式
の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規
模な買付等の条件等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するため
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に合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないものなど、大規模な買付
等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものも少な
くありません。 
以上の状況を踏まえ、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付等が行

われた場合に、株主の皆様が適切な判断をするために、必要な情報や時間を確保
し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、当社
の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資すると考え、以下の内容の
大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール（以下 
｢大規模買付ルール」といいます｡）を設定し、会社の支配に関する基本方針に照
らして不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置（新株予約
権の発行等、会社法その他の法令および当社定款が認める措置をいい、以下「対
抗措置」といいます｡）を含めた買収防衛策として、本総会における株主の皆様
のご承認を条件に、現対応方針の内容を一部変更し、本対応方針として継続する
ことといたしました。 
本対応方針の概要につきましては、参考資料をご参照ください。 

 
2. 本対応方針の対象となる当社株式の買付 
本対応方針の対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ（注１）の議

決権割合（注２）を20％以上とすることを目的とする当社株券等（注３）の買
付行為または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社
株券等の買付行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを
除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以
下、かかる買付行為を｢大規模買付行為｣といい、かかる買付行為を行う者を｢大
規模買付者｣といいます｡）とします。 
 

注１：特定株主グループとは、 
（ⅰ）当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます｡）の保有

者（同法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします｡）
およびその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項
に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします｡） 

または、 
（ⅱ）当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます｡）の買付け等（同法第

27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを
含みます｡）を行う者およびその特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者
をいいます｡） 

を意味します。 
注２：議決権割合とは、 

（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（金融商
品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、
当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。
以下同じとします｡）も加算するものとします｡） 
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または、 
（ⅱ）特定株主グループが、注１の（ⅱ）記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係

者の株券等保有割合（同法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます｡） 
の合計をいいます。 
各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数（同法第27条の２第８項に規定するもの

をいいます｡）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規定するものをいいます｡）は、
株主名簿のほか、有価証券報告書、四半期報告書、臨時報告書および自己株券買付状況報告書のう
ち直近に提出されたものならびに大量保有報告書を参照することができるものとします。 

注３：株券等とは、金融商品取引法第27条の23第１項、または同法第27条の２第１項のいずれかに規
定する株券等を意味します。 

 
3. 独立委員会の設置 
大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模

買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講ずる
か否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本対応方針を適
正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その
判断の客観性および合理性を担保するため、現対応方針と同様に、独立委員会規
則（独立委員会規則の概要につきましては、別紙２をご参照ください｡）に基づ
き、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で
中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し、当社
および当社の取締役との間に特別の利害関係を有していない社外取締役、社外監
査役または社外有識者（注）の中から選任します。現在の独立委員会委員である
社外取締役の小寺正之氏、社外監査役の小松豊氏および角倉英司氏ならびに社外
有識者の飯塚孝氏は、本対応方針への変更後も改めて独立委員会委員として就任
する予定です (略歴につきましては、別紙３をご参照下さい｡)。なお、今後変更
等がある場合には、速やかに公表いたします。 
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動

の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の
向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討の上で当社取締役会に
対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うも
のとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置
の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その
概要を適宜公表することといたします。 
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する

ようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用負担で、必要
に応じて独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を得ることができるものとし
ます。 
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注：社外有識者とは、過去に当社または当社の子会社の取締役その他の使用人となったことがない者で
あり、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を
主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。 

 
4. 大規模買付ルールの内容 
（1）大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出 

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為
または大規模買付行為の提案に先立ち、当社代表取締役宛に、大規模買付ル
ールに従う旨の誓約および以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご
提出いただきます。 
①大規模買付者の名称、住所 
②設立準拠法 
③代表者の氏名 
④国内連絡先 
⑤提案する大規模買付行為の概要等 
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やか

にその旨および必要に応じ、その内容について公表します。 
（2）大規模買付者からの必要情報の提供 

当社は、上記（1）の意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日
以内に、当社株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成のために必
要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます｡）のリストを当該大規模
買付者に交付し、大規模買付者には、当該リストに従い、本必要情報を当社
取締役会に書面で提供していただきます。本必要情報の一般的な項目は以下
のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性および大規模買付行
為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様の判断および当
社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものと
します。 
①大規模買付者およびそのグループの詳細（名称、事業内容、経歴または
沿革、資本構成、財務内容、当社および当社グループの事業と同種の事
業についての経験等に関する情報を含みます｡） 

②大規模買付行為の目的、方法および内容（大規模買付行為の種類、大規
模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法と適
法性等を含みます｡） 

③大規模買付行為の買付対価、その算定根拠（大規模買付行為の対価の価
額、大規模買付行為および関連する取引の実現性、算定の前提となる事
実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為にかかる一
連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます｡）お
よび買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます｡）の具
体的な名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます｡） 
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④当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補 (当
社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情
報を含みます｡)、当社および当社グループの経営方針、事業計画、財務計
画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」と
いいます｡） 

⑤当社および当社グループの経営に参画した後に想定している取引先、顧
客、役職員、地域社会、その他の当社に係る利害関係者と当社および当
社グループとの関係について、変更の有無およびその内容 

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運営を図る観点から、必要に
応じて、大規模買付者に対し本必要情報の提供の期限を設定することがあり
ます。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場
合は、その期限を延長することができるものとします。 
なお、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分

と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理
的な期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めるこ
とがあります。 
当社取締役会は、本必要情報の全てが大規模買付者から提供されたと判断

した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公
表することとします。 
また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわら

ず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説
明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくても、
大規模買付者との情報提供に係る交渉等を打ち切り、後記（3）の取締役会に
よる評価・検討を開始する場合があります。 
当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、

当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締
役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。 

（3）取締役会による評価・検討等 
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者

が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金（円貨）
のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の
大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、
意見形成、代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます｡）
として設定します。取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独
立した外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評
価･検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会とし
ての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付
者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会
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として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 
 
5. 大規模買付行為が為された場合の対応 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、
仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての
反対意見を表明したり、代替案を掲示することにより、当社株主の皆様を説
得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりませ
ん。大規模買付者の買付提案に応ずるか否かは、当社株主の皆様において、
当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等を
ご考慮の上、ご判断いただくことになります。 
ただし、大規模買付ルールを遵守している場合であっても、当該大規模買

付行為が明らかに濫用目的によるもの（注）と認められ、結果として会社に
回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に
基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、
例外的に必要かつ相当な範囲内で対抗措置を講ずることがあります。当該大
規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうか否
かの検討および判断については、その判断の客観性および合理性を担保する
ため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後経営方針等を含む本
必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を得ながら当該大規模買付者およ
び大規模買付行為の具体的内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額
等）や、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に与
える影響を検討し決定することとします。 
注：濫用目的によるものとは、 
例えば、大規模買付者が、①真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつ

り上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合、②会社経営
を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引
先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的
で株式の買収を行っている場合、③会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やその
グループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合、④会
社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等
を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による
株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合、などを
想定しています。 
 

（2）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付

方法の如何に関わらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益を守ることを目的として、上記1.で述べた対抗措置を講じ、大規模買付
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行為に対抗する場合があります。 
なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規

模買付者側の事情も合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも本必要情報の一
部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守していないと認
定することはしないものといたします。 

（3）取締役会の決議および株主総会の開催 
当社取締役会は、上記（1）または（2）において対抗措置の発動の是非に

ついて判断を行う場合は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要
性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発動または不発動等に関する会社
法上の機関としての決議を行うものとします。 
具体的にいかなる手段を講ずるかについては、その時点で最も適切と当社

取締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が対抗措置
として、例えば新株予約権の無償割当てをする場合の概要は別紙４に記載の
とおりですが、実際に新株予約権の無償割当てをする場合には、議決権割合
が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件
とすることや、新株予約権者に対して、当社が当社株式と引換えに当該新株
予約権を取得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案
した行使期間および行使条件を設けることがあります。 
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、

発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本対
応方針による対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための
期間（以下「株主検討期間」といいます｡）として最長60日間の期間を設定し、
当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。 
当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場

合は、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間
へ移行することとします。 
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供し

た本必要情報、本必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代
替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆
様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示し
ます。 
株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、

当社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。従って、当該株
主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締
役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をもって株主検討
期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示
いたします。   
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（4）大規模買付行為待機期間 
株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を

設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間の併せた期間を大規模買付
行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模
買付行為は実施できないものとします。 
従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始

できるものとします。 
（5）対抗措置発動の停止等について 

上記（3）において、当社取締役会または株主総会において具体的対抗措置
を講ずることを決定した後に、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回ま
たは変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が
判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重した上で、対
抗措置の発動の停止等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株
予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確
定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対
抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会
の勧告を受けた上で、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約
権の無償割当てを中止することとし、また、新株予約権の無償割当て後にお
いては、行使期間開始日の前日までの間は、当社による無償取得（当社が新
株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います｡）
することにより対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。 
このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、法令および当社が上場す

る金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示
します。 

 
6. 本対応方針が株主・投資家に与える影響等 
（1）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

本対応方針における大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行
為に応ずるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担って
いる当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆様が代替案の提
示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより、当社株主
の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応ずるか否かについて適
切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主
共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルー
ルの設定は、当社株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考え
ております。 
なお、上記５.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを

遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なります
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ので、当社株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向
にご注意ください。 

（2）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目

的として、当社取締役会が上記５.（3）に記載した対抗措置を講ずることがあ
りますが、当該対抗措置の発動時には、当社株主の皆様（大規模買付ルール
に違反した大規模買付者を除きます｡）が法的権利または経済的側面において
著しい損失を被るような事態は想定しておりません。ただし、具体的な対抗
措置を発動した後、状況の変化により、当該対抗措置を中止することが当社
の安定的かつ持続的な企業価値の向上に資すると判断した場合には、当該対
抗措置を中止する場合があります。この場合には、一株当たり株式価値の希
釈化を前提として売付等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動に
より、相応の損害を被る可能性があります。 
当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令およ

び当社が上場する金融商品取引所規則等に従って適時・適切な開示を行いま
す。 
対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行についての当社

株主の皆様に関わる手続きにつきましては、新株予約権の行使により新株を
取得するための所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があ
ります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行する
こととなった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。 
また、当社取締役会が新株予約権発行後の一定の日をもって、大規模買付

者およびその一定の関係者を除く株主の皆様の新株予約権を取得し、当該新
株予約権と引換えに当社の普通株式の交付を行うことを決議した場合には、
該当の株主様に一斉に株式を交付いたしますので、上記行使の手続きを経る
ことなく株式の交付を行います。 

 
7. 本対応方針の有効期間、廃止および変更 
本対応方針は、本総会の決議をもって同日より発効することとし、有効期間は、

本総会終結の時から平成28年６月に開催される当社第93期定時株主総会終結の
時までとします。 
本対応方針は、本総会において承認され発効した後であっても、①当社の株主

総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会
で選任された取締役で構成される当社取締役会により本対応方針を廃止する旨の
決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。 
また、本対応方針の有効期間中であっても、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本対応方針の
変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本対応方針の廃止また
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は変更等の決定を行った場合には、その内容を速やかに株主および投資家の皆様
へ開示します。 
なお、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっても、本対応方針に関

する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または
改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行う
のが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立
委員会の承認を得た上で、本対応方針を修正し、または変更する場合があります。 

 
Ⅳ．本対応方針の合理性について（本対応方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものでないことについて） 
1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企

業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定
める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意
思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。 
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年６月30日に発表し

た報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえ
たものとなっております。 

 
2. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
本対応方針は、上記Ⅲ.1.「本対応方針の目的」にて記載のとおり、当社株式

に対する大規模買付行為がなされた際に、当該買付等に応ずるべきか否かを株主
の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や
時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とするこ
とにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという
目的をもって導入されるものです。 

 
3. 独立性の高い社外者の判断を重視していること 
本対応方針における対抗措置の発動は、上記Ⅲ.5.「大規模買付行為が為され

た場合の対応」にて記載のとおり、当社の業務執行から独立している委員で構成
される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、
当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本対応方針の透明な運用
を担保するための手続きも確保されております。 

 
4. 株主意思を重視するものであること 
本対応方針は、株主総会での承認により発効することとしており、本総会にて

本対応方針について株主の皆様の意思を確認させていただく予定であることから、
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その継続について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 
また、本対応方針継続後、有効期間の満了前であっても、株主総会において、

本対応方針の変更または廃止の決議がなされた場合には、本対応方針はその時点
で変更または廃止されることになり、株主の皆様の合理的意思に依拠したものと
なっております。 

 
5. デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと 
上記Ⅲ.7.「本対応方針の有効期間、廃止および変更」にて記載のとおり、本

対応方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃
止することが可能です。従って、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取
締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）
ではありません。また、当社は、取締役任期を１年としているため、本対応方針
はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができ
ないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 
以 上 
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（別紙１） 
当社株式の状況（平成25年３月31日現在） 

 
1. 発行可能株式総数 783,828,000株
2. 発行済株式総数 183,450,203株（自己株式3,232,549株を除く｡） 
3. 株主数 25,520名
4. 大株主（上位10名） 
 

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％） 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,330 4.54 
株 式 会 社 み ず ほ コ ー ポ レ ー ト 銀 行 6,461 3.52 
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 6,256 3.41 
株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 5,969 3.25 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,600 3.05 
Ｊ Ｘ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 4,609 2.51 
日 油 親 栄 会 4,312 2.35 
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,232 2.30 
THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON 
S E C S  L E N D I N G  OMN I B U S  A C COUN T 3,244 1.76 

日 油 共 栄 会 3,102 1.69 
 （注）当社は、自己株式（3,232,549株）を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。また、持株

比率は、自己株式を控除して計算しております。 
 

以 上 
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（別紙２） 
独立委員会規則の概要 

 
・ 独立委員会は、当社取締役会の決議により設置される。 
 
・ 独立委員会の委員は、３名以上とし、公正かつ中立的な判断を可能とするため、当社
の業務執行を行う経営陣から独立した当社社外取締役、当社社外監査役または社外有識
者 (経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会
社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者) のいずれかに該
当する者の中から、当社取締役会の決議により選任される。 

 
・ 当社の社外取締役または社外監査役である委員の任期は、その取締役または監査役と
しての任期に同じとし、社外有識者である委員の任期は、その選任後３年以内に終了す
る事業年度のうち最終の事業年度の当社定時株主総会終結の時までとする。ただし、当
社取締役会等において本対応方針の廃止をする旨の決議をした場合、委員の任期は、本
対応方針の廃止と同時に終了する。 

 
・ 独立委員会は、以下に記載する事項について決定を行い、その決定内容を理由を付し
て当社取締役会に対して勧告するものとする。なお、独立委員会の各委員は、決定を行
うにあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこ
れを行うことを要し、自己または当社取締役の個人的利益を図ることを目的としてはな
らない。 
（1）買収に対抗するための新株予約権の発行等、会社法その他の法令および当社定
款が認める対抗措置の発動または不発動 

（2）対抗措置の発動に伴う株主総会開催の要否 
（3）買収提案者との事後交渉に基づく新株予約権の無償取得、発行中止その他の対
抗措置の停止等 

（4）その他、当社取締役会が独立委員会に勧告を求める事項 
 

・ 当社取締役会は、独立委員会が勧告をした場合、その勧告を最大限尊重して、最終的
な決定を行うものとする。 

 
・ 独立委員会は、上記のほか以下に記載する事項を行うものとする。 
（1）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの決定 
（2）大規模買付者が当社取締役会に提供すべき必要情報の決定 
（3）必要情報の提供完了の決定 
（4）大規模買付者の大規模買付行為の内容の精査・検討   
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（5）大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合
にあたるか否かの決定 

（6）取締役会評価期間の延長の決定 
（7）本対応方針の修正または変更の承認 

 
・ 独立委員会は、当社の費用負担で、独立した第三者である専門家（ファイナンシャ
ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）等の助言を
得ることができるものとする。 

 
・ 独立委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
 

以 上 
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（別紙３） 
独立委員会の委員略歴（五十音順） 

 
 
 本対応方針への変更後の独立委員会の委員は、以下の４名を予定しております。 
 
飯 塚   孝（いいづか たかし） 
（昭和13年１月20日生） 
（略歴）昭和38年４月 弁護士登録（東京弁護士会）（現在に至る） 

昭和59年４月 東京弁護士会副会長 
平成11年４月 東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 
平成11年６月 東洋インキ製造株式会社（平成23年４月１日付で東洋インキＳ

Ｃホールディングス株式会社へ商号変更）監査役（現在に至る） 
飯塚孝氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 
 
小 寺 正 之（こでら まさゆき） 
（昭和22年２月17日生） 
（略歴）昭和46年４月 安田信託銀行株式会社入社 

平成10年６月 同取締役、受託資産運用本部副本部長 
平成11年６月 同執行役員、受託資産運用本部副本部長 
平成11年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社執行役員、証券サービス本部長 
平成12年10月 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員、証券サービス本部長 
平成13年１月 資産管理サービス信託銀行株式会社代表取締役社長 
平成19年４月 みずほトラスト保証株式会社代表取締役社長 
平成19年６月 当社監査役 
平成23年６月 同取締役（現在に至る） 

小寺正之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。同氏と当社との間
に特別の利害関係はありません。 
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小 松   豊（こまつ ゆたか） 
（昭和23年２月１日生） 
（略歴）昭和45年４月 株式会社富士銀行入社 

平成12年６月 同執行役員、デリバティブズ業務開発部長 
平成13年５月 同常務執行役員、インターナショナルバンキンググループ長兼

インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググル
ープ長兼投資ファイナンス営業部長 

平成14年４月 株式会社みずほ銀行専務執行役員 
平成14年８月 みずほキャピタルパートナーズ株式会社代表取締役社長 
平成15年３月 みずほ総合研究所株式会社常勤監査役 
平成16年12月 株式会社丸山製作所常勤監査役 
平成24年６月 当社監査役、株式会社丸山製作所常勤監査役 
平成25年３月 当社監査役、東京建物不動産販売株式会社監査役（現在に至る） 

小松豊氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。同氏と当社との間に
特別の利害関係はありません。 

 
角 倉 英 司（すみくら えいじ） 
（昭和31年３月８日生） 
（略歴）昭和54年３月 安田信託銀行株式会社入社 

平成15年３月 みずほ信託銀行株式会社不動産投資顧問部長 
平成18年６月 同執行役員、札幌支店長 
平成19年４月 同執行役員、不動産企画部長 
平成20年４月 同常務執行役員、不動産鑑定部長兼不動産鑑定部大阪鑑定室長 
平成20年７月 同常務執行役員 
平成23年４月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 
平成23年６月 当社監査役、日本株主データサービス株式会社代表取締役副社

長 
平成24年７月 当社監査役、日本株主データサービス株式会社代表取締役社長

(現在に至る） 
(重要な兼職の状況） 
日本株主データサービス株式会社代表取締役社長 

角倉英司氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。同氏と当社との間
に特別の利害関係はありません。 

 
以 上 
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（別紙４） 
新株予約権の概要 

 
1. 新株予約権の割当て方法 
新株予約権無償割当ての規定により、当社取締役会が新株予約権発行決議において定

める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有株式の数（た
だし、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く｡）に応じて新株予約権を
割り当てる。 
 
2. 発行する新株予約権の総数 
新株予約権発行決議において定める割当期日における当社の最終の発行済株式数（た

だし、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く｡）に応じて当社取締役会
が決定する。なお、当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の無償割当てを行うこ
とがある。 
 
3. 新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日 
新株予約権発行決議において当社取締役会が定める。 

 
4. 新株予約権の目的となる株式の種類 
新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式とする。 

 
5. 新株予約権の目的となる株式の総数 
（1）新株予約権発行決議において定める割当期日における当社の最終の発行済株式数 

(ただし、同時点において当社の有する当社普通株式の数を除く｡) と同数を当初の
上限とする。 

（2）当社が新株予約権発行後、株式の分割または株式の併合を行う場合は、所要の調整
を行うものとする。 

 
6. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上とする。 

 
7. 権利行使期間 
新株予約権発行決議において当社取締役会が定める日から６ヵ月を経過する日までと

する。 
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8. 新株予約権の行使により新株を発行する場合における資本金および資本準備金 
新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合には、行使に際して出資される

財産の価額の総額を資本金として計上する。 
 

9. 譲渡制限 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 
10. 行使条件 
大規模買付者およびその一定の関係者は、新株予約権を行使することができない。詳

細については当社取締役会で別途定めるものとする。 
 
11. 取得条項 
（1）当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、新株予約権のうち上記10．の規

定にて新株予約権を行使できない者の新株予約権を除いた新株予約権を取得するこ
とができる。この場合には、当社は当該新株予約権を取得するのと引換えに、当社
普通株式を交付する。 

（2）当社は、新株予約権の効力発生日から、権利行使期間の開始日または上記(1)によ
る取得の日のいずれか早い日の前日までの間においては、当社が新株予約権を取得
することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定め
る日をもって、新株予約権を無償で取得することができる。 

 
12. 合併・吸収分割・新設分割・株式交換・株式移転時の存続会社等による新株予約権

の交付に関する事項 
当社が合併 (合併により当社が消滅する場合に限る｡)・吸収分割・新設分割・株式交

換・株式移転を行う場合は、それぞれ会社法第236条第１項第８号イないしホに定める
株式会社の新株予約権を交付することができる。 
 
13. 新株予約権証券の発行等 
当社は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

 
以 上 
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（参考資料） 
 
 

 （注）本図は、本対応方針のご理解に資することを目的として、代表的な手続きの流れを図式化したものであり、
必ずしも全ての手続きを示したものではございません。詳細につきましては、本文をご覧ください。 
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インターネット等による議決権行使のご案内 
 
Ⅰ．インターネットによる議決権行使（一般の株主様向けご案内） 
 
1. インターネットによる議決権行使に際して、ご了承いただく事項 
 議決権をインターネットにより行使される場合は、次の事項をご了承の上、行使
していただきますよう、お願い申しあげます。 
（1）インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト 
(http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/) をご利用
いただくことによってのみ可能です。なお、インターネットにより、議決権を行
使される場合は、招集ご通知同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コー
ド」および「パスワード」が必要となります。 

（2）今回ご案内する「議決権行使コード」および「パスワード」は、本総会に関し
てのみ有効です。次の総会の際には、新たに「議決権行使コード」および「パス
ワード」を発行いたします。 

（3）書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使を有効な行使としてお取扱いいたします。 

（4）インターネットによる方法で複数回数議決権行使をされた場合は、最後の行使
を有効な行使としてお取扱いいたします。 

（5）インターネットに関する費用（プロバイダ接続料金・通信料金等）は、株主様の
ご負担となります。 
 

2. インターネットによる議決権行使の具体的方法 
（1）http://www.it-soukai.com/またはhttps://daiko.mizuho-tb.co.jp/にアクセ
スしてください。 
行使期間中の午前３時～午前５時は、上記ＵＲＬにアクセスすることができませ
んのでご了承ください。 

（2）｢議決権行使コード」および「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンを押
してください。 
｢議決権行使コード」および「パスワード」は、招集ご通知同封の議決権行使書
用紙右下に記載しております。 

（3）画面の案内に従い、平成25年６月26日（水曜日）午後５時30分までに議決権
を行使してください。 
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3. ご利用環境について 
 インターネットによる議決権行使をしていただくためには、以下のシステム条件
が必要になります。 
 

パ ソ コ ン Windows
®機種

（携帯電話、PDA、ゲーム機には対応いたしておりません｡） 
ブ ラ ウ ザ Microsoft® Internet Explorer5.5以降 

イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 プロバイダーとの契約などによりインターネットが利用できる環境 

画 面 解 像 度 1024×768以上をご推奨いたします。 
 （注） Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商

標です。 
 
 

4. セキュリティーについて 
 行使された情報が改ざん・盗聴されないよう暗号化（SSL128bit）技術を使用して
おりますので、安心してご利用いただけます。 
 また、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」
は、株主様ご本人を認証する重要なものです。他人に絶対知られないようご注意く
ださい。当社より株主様のパスワードをお問い合わせすることはございません。 
 

5. お問い合わせ先について 
（1）議決権電子行使に関するパソコン等の操作方法等に関する専用お問い合わせ先 

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル 
電話 0120-768-524（フリーダイヤル） 
（受付時間 午前９時～午後９時まで 土日休日を除く） 

（2）上記(1)以外のお問い合わせ先 
みずほ信託銀行 証券代行部 
電話 0120-288-324（フリーダイヤル） 
（受付時間 午前９時～午後５時まで 土日休日を除く） 

 
Ⅱ．機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用のご案内 
 管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます｡）におかれましては、株式
会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前
に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法と
して、上記Ⅰ．のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご
利用いただくことができます。 

以 上 
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株主総会会場ご案内図 
 

会場  東京都目黒区三田一丁目13番２号
 ザ・ガーデンルーム

（恵比寿ガーデンプレイス内）
 

 
（交通のご案内） 

●Ｊ Ｒ：山手線・埼京線 恵比寿駅東口から徒歩約10分 
     東口改札出口を右折してから「恵比寿スカイウォーク (動く歩道)」をご利用く 
     ださい。 
●地下鉄：日比谷線 恵比寿駅 １番出口から徒歩約15分 
     １番出口正面の「atré恵比寿」ビルエスカレーターで３階に上り、ＪＲ恵比寿駅 
     東口前を通過してから「恵比寿スカイウォーク (動く歩道)」をご利用ください。 


